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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年8月5日(2010.8.5)

【公開番号】特開2008-289932(P2008-289932A)
【公開日】平成20年12月4日(2008.12.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-048
【出願番号】特願2008-229488(P2008-229488)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３３４　
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２４Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月18日(2010.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域における遊技の進行を制御するための遊技制御装置と、該遊技制御装置から送
信される排出制御データに基づいて、遊技媒体を排出する制御を行なう排出制御装置と、
を備えた遊技機であって、
　前記遊技制御装置は、バックアップ電源によって停電時にも情報を保持可能とするメモ
リと、遊技の進行を制御する遊技用マイクロコンピュータと、を備え、
　前記排出制御装置は、バックアップ電源によって停電時にも情報を保持可能とするメモ
リと、前記遊技制御装置からの排出制御データに基づいて所定数の遊技媒体を排出させる
制御を行う制御用マイクロコンピュータと、を備えるとともに、
　前記遊技制御装置及び前記排出制御装置に電源を供給する電源供給装置が設けられ、
　前記電源供給装置は、
　交流電源電圧に基づいて、前記遊技制御装置及び前記排出制御装置で用いられる直流電
源電圧を生成するＤＣ生成回路を備えるとともに、
　前記ＤＣ生成回路にて生成された出力電圧が所定電圧まで低下したときに停電と判定し
て停電検出信号を出力した後にリセット信号を出力し、
　前記遊技用マイクロコンピュータ及び前記制御用マイクロコンピュータは、
　前記停電検出信号によって、停電が発生したことを示す停電フラグを前記メモリにそれ
ぞれ保存して待機状態となった後に、電源が完全に断になるまで前記リセット信号によっ
てハード的に停止状態にロックされるとともに、
　前記電源供給装置から出力される前記停電検出信号は、前記遊技用マイクロコンピュー
タ及び前記制御用マイクロコンピュータの双方へ同時に出力され、且つ該停電検出信号の
出力後に出力されるリセット信号も前記遊技用マイクロコンピュータ及び前記制御用マイ
クロコンピュータの双方へ同時に出力され、さらに停電復旧時には前記停電フラグの内容
に基づいて前記各マイクロコンピュータにより停電復旧のための処理が行なわれることを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技用マイクロコンピュータは、
　前記停電復旧のための処理を行なった後に、停電発生時に前記メモリへ保存された情報
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に基づいて所定の出力ポートへデータを出力することにより、停電発生時の出力ポートの
状態を再現させることを特徴とする請求項１記載の遊技機。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するため本発明は、遊技領域における遊技の進行を制御するための遊技
制御装置（２１０）と、該遊技制御装置から送信される排出制御データに基づいて、遊技
媒体を排出する制御を行なう排出制御装置（２２０）と、を備えた遊技機であって、
　前記遊技制御装置は、バックアップ電源によって停電時にも情報を保持可能とするメモ
リと、遊技の進行を制御する遊技用マイクロコンピュータと、を備え、
　前記排出制御装置は、バックアップ電源によって停電時にも情報を保持可能とするメモ
リと、前記遊技制御装置からの排出制御データに基づいて所定数の遊技媒体を排出させる
制御を行う制御用マイクロコンピュータと、を備えるとともに、前記遊技制御装置及び前
記排出制御装置に電源を供給する電源供給装置が設けられ、
　前記電源供給装置は、交流電源電圧に基づいて、前記遊技制御装置及び前記排出制御装
置で用いられる直流電源電圧を生成するＤＣ生成回路を備えるとともに、前記ＤＣ生成回
路にて生成された出力電圧が所定電圧まで低下したときに停電と判定して停電検出信号を
出力した後にリセット信号を出力し、
　前記遊技用マイクロコンピュータ及び前記制御用マイクロコンピュータは、前記停電検
出信号によって、停電が発生したことを示す停電フラグを前記メモリにそれぞれ保存して
待機状態となった後に、電源が完全に断になるまで前記リセット信号によってハード的に
停止状態にロックされるとともに、
　前記電源供給装置から出力される前記停電検出信号は、前記遊技用マイクロコンピュー
タ及び前記制御用マイクロコンピュータの双方へ同時に出力され、且つ該停電検出信号の
出力後に出力されるリセット信号も前記遊技用マイクロコンピュータ及び前記制御用マイ
クロコンピュータの双方へ同時に出力され、さらに停電復旧時には前記停電フラグの内容
に基づいて前記各マイクロコンピュータにより停電復旧のための処理が行なわれるように
した。
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